
第２５号議案 

   足立区立プチテラス条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成３１年２月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生    

 

   足立区立プチテラス条例の一部を改正する条例 

 足立区立プチテラス条例（平成２８年足立区条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中 

「    「    

 １，３７７円    １，５８３円   

 ８１６円    ９３８円   

 １２２円    １４０円   

 ３０６円    ３５１円   

 ６１２円    ７０３円   

 １０２円    １１７円   

 １２２円  を  １４０円  に改め、同 

 ３０６円    ３５１円   

 ６１２円    ７０３円   

 １，０２０円    １，１７３円   

 １，０２０円    １，１７３円   

 ４０８円    ４６９円   

 １，０２０円    １，１７３円   

  」   」 

表地下の占用物件の部地下露出部分の項中「地下露出部分」を「地上露

出部分」に、「７２１円」を「８６５円」に改め、同部地下部分の項中

「３０６円」を「３５１円」に改め、同表中 



「    「    

 ５１０円    ５８６円   

 ８，１６０円    ９，３６０円   

 １，４４５円    １，６５７円   

 １万２，７５０円  を  １万４，６２５円  に改める。 

 ８２３円    ９８７円   

 ３４円    ３９円   

 ３４円    ３９円   

  」   」 

   付 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までの占用に係る占用料については、な

お従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 プチテラスの占用料を改定する必要があるので、この条例案を提出い

たします。 


